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令和５年度 久留米市財政健全化判断比率審査意見書 

 

 

１ 審査の種類 

  久留米市監査基準第４条第１項第１３号の規定に基づく審査 

 

２ 審査の対象 

  令和５年度久留米市財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

３ 審査の着眼点・主な実施内容 

  この財政健全化判断比率審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９

４号）第３条の規定に基づき、市長から提出された財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているか、比率の算定は適正に行われているかを主眼として実施

した。 

  なお、この審査は、久留米市監査基準に準拠して行った。 

 

４ 審査の実施場所及び日程 

  監査委員室、監査委員事務局執務室・会議室 

令和６年８月９日から令和６年９月６日まで 

 

５ 審査の結果 

(1) 総合意見 

財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につき、その内容等を審査

した結果、おおむね適正に作成されていたが、算定の基礎となる事項を記載した書類において一部

に不備があった。 

健全化判断比率は次表のとおりとなり、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字が生じていな

いため該当数値はない。実質公債費比率は前年度と同値であり、将来負担比率は、前年度から 1.4

ポイント低下（改善）している。法令に定める早期健全化基準も大幅に下回っており、今回の指標

を見る限りでは、市の財政は「健全段階」の範囲にあるものと認められる。 

（注： ①実質赤字比率 及び ②連結実質赤字比率は、その算定結果が｢赤字｣の場合のみ数値が表示され、｢黒字｣ 

の状態である場合には、これらの比率については｢－｣と表示される。） 

財政健全化判断比率 令和５年度 令和４年度 
対前年度差 

(ポイント) 

早期健全化 
基準 

備   考 

① 実 質 赤 字 比 率 ―  ―  ―  11.25％ 
｢基準｣は財政規模

に応じて定まる。 

② 連結実質赤字比率 ―  ―  ―  16.25％ 
｢基準｣は財政規模

に応じて定まる。 

③ 実質公債費比率 3.5％  3.5％  0  25 ％  

④ 将 来 負 担 比 率 3.8％  5.2％    △1.4  350 ％  
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(2) 個別意見 

① 実質赤字比率について 

実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地方公共団体の標準的

な状態で通常収入が見込まれる一般財源の額）に対する比率である。本年度の実質収支は黒字

であるため、実質赤字比率の該当数値は無いが、本市においてこの比率の算定対象となる会

計とその状況は、次表のとおりである。 

             (単位：千円・％・ポイント) 

項      目 令和５年度 令和４年度 対前年度差 

 一般会計 実質収支額 770,134 869,587 △ 99,453 

 89,131  住宅新築資金等貸付事業特別会計 実質収支額 － 0 － 

 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 実質収支額 125,549 163,797 △ 38,248 

①  分子（一般会計等実質収支額合計） 

 

895,683 1,033,384 △ 137,701 

②  分母（標準財政規模）      73,275,606 72,378,584 897,022 

①／②  ＋1.22 ＋1.42 △0.2 

注 1：「＋」は、黒字の状態を意味する。 

注 2：「住宅新築資金等貸付事業特別会計 実質収支額」は、同特別会計が令和４年度末をもって一般会計に移行し 

   たため、令和５年度の数値はない。 

② 連結実質赤字比率について 

連結実質赤字比率は、公営企業に係る特別会計等を含む全会計を対象とした実質赤字額又は

資金の不足額の標準財政規模に対する比率である。 

本年度の連結実質収支は黒字であるため、連結実質赤字比率の該当数値は無いが、本市にお

いてこの比率の算定対象となる企業会計を含む全会計の実質収支額又は資金不足額若しくは剰

余額は次表のとおりである。 

             (単位：千円・％・ポイント) 

項      目 令和５年度 令和４年度 対前年度差 

 一般会計 実質収支額 770,134 869,587 △ 99,453 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計 実質収支額 － 0 － 

 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 実質収支額

額 

125,549 163,797 △ 38,248 

 国民健康保険事業特別会計 実質収支額 1,045,045 1,276,575 △ 231,530 

 競輪事業特別会計 実質収支額 538,985 704,140 △ 165,155 

 市営駐車場事業特別会計 実質収支額 9,206 10,458 △ 1,252 

 介護保険事業特別会計 実質収支額 138,341 371,359 △ 233,018 

 後期高齢者医療事業特別会計 実質収支額 152,790 113,872 38,918 

 水道事業会計 資金不足・剰余額 5,266,779 5,342,970 △ 76,191 

 下水道事業会計 資金不足・剰余額 3,302,297 4,787,090

 5,1

16,318 △ 

997,533   

△ 1,484,793 

 卸売市場事業特別会計 資金不足・剰余額 14,440 15,818 △ 1,378 

 農業集落排水事業特別会計 資金不足・剰余額 11,246 10,379 867 

 特定地域生活排水処理事業特別会計 資金不足・剰余額 12,463 12,364 99 

 産業団地整備事業特別会計 資金不足・剰余額 0 0 0 

① 分子（各会計実質収支額、資金不足・剰余額合計） 11,387,275 13,678,409 △ 2,291,134 

② 分母（標準財政規模） 73,275,606 72,378,584 897,022 

①／② ＋15.54 ＋18.89  △3.35 

注 1：「＋」は、黒字の状態を意味する。 

注 2：「住宅新築資金等貸付事業特別会計 実質収支額」は、同特別会計が令和４年度末をもって一般会計に移行し 

   たため、令和５年度の数値はない。 



3 

③ 実質公債費比率について 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対

する比率である。 

本年度の実質公債費比率の算定結果は 3.5％で、前年度と同値である。当比率は実質公債費比

率（単年度）の過去３か年の平均値で表されるが、令和５年度の単年度の実質公債費比率は

3.69％と若干低下したものの、３か年平均では数値の変化はなかった。なお、令和５年度（単年

度）に低下した要因は、当比率を算定する際の分母を構成する標準財政規模が、標準税収入額等

の増加などにより拡大したことなどである。本市は、早期健全化基準の 25％との比較では低い

数値であり、前年度の中核市平均 5.2％との比較においても良好な状態にあるといえる。 

ただし、ここに示されている実質公債費比率は、一般会計から下水道事業への負担について、

平成２８年度以降定額で推移している繰出額が基礎となっている。しかし、公営企業会計決算審

査意見書の意見で求めたように、繰出額について企業局と協議を行い、その結果、一般会計の負

担額が増える場合には、数値が悪化の方向へ変動することを付言しておく。 

なお、過年度との対照については次表のとおりである。 

【実質公債費比率過年度対照表】                    (単位：千円・％・ポイント) 

項    目 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 対前年度差 

① 元利償還金等＊ 12,524,215 12,565,860 12,716,604 13,028,727 12,649,577 △ 379,150 

② 標準財政規模 69,154,492 70,294,508 73,754,152 72,378,584 73,275,606 897,022 

③ 基準財政需要額算入額＊＊ 10,368,013 10,337,695 10,755,469 10,709,675 10,321,432 △ 388,243 

④ 実質公債費比率(単年度) 3.66 

 

3.71 3.11 3.76 3.69 △ 0.07 

⑤ 実質公債費比率(３か年平均) 3.4 3.5 3.4 3.5 3.5 0 

（注： ④実質公債費比率(単年度) は、｢①元利償還金等＊(表中では特定財源等の額を控除して表示)－③基準財政需要

額算入額＊＊(元利償還金等に係る額。以下、④将来負担比率においても同じ。）｣の値を「②標準財政規模－③基準

財政需要額算入額＊＊」の値で除して求める。（小数点以下２桁まで表記） また、⑤実質公債費比率(３か年平均) 

は、過去３年分の｢④実質公債費比率(単年度)｣の値の平均を求める。） 

④ 将来負担比率について 

本年度の将来負担比率の算定結果は 3.8％で、前年度の 5.2％から 1.4 ポイント低下（改善）

している。低下した主な要因は、当比率を算定する際の分母を構成する標準財政規模が、標準税

収入額等の増加などにより拡大したこと及び分子について、令和５年７月の大雨災害に関する

災害復旧事業債などによる地方債借入額の増加を元金償還額が上回ったことにより、普通会計

が負担すべき地方債現在高が減少したことである。早期健全化基準の 350％を大きく下回り、当

比率の基準からすれば｢良好｣な数値といえる。 

ただし、将来負担比率についても③実質公債費比率と同様に、繰出額について企業局と協議を

行い、その結果、今後の一般会計の負担額が増える場合には、数値が悪化の方向へ変動すること

を付言しておく。 

なお、前年度との比較は、次表に示すとおりである。 
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【将来負担比率前年度対照表】                 (単位：千円・％・ポイント) 

項     目 令和５年度 令和４年度 対前年度差 

① 将来負担額 170,996,026 174,385,971 △ 3,389,945 

② 充当可能財源等 168,584,667 171,162,572 △ 2,577,905 

③ 標準財政規模 73,275,606 72,378,584 897,022 

④ 基準財政需要額算入額 10,321,432 10,709,675 △ 388,243 

⑤ 将来負担比率 3.8 5.2 △ 1.4 

（注： ⑤将来負担比率 は、｢①将来負担額－②充当可能財源等｣の値(分子)を「③標準財政規模－④基準財政

需要額算入額」の値(分母)で除して求める。） 
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令和５年度 久留米市資金不足比率審査意見書 

 

 

１ 審査の種類 

  久留米市監査基準第４条第１項第１４号の規定に基づく審査 

 

２ 審査の対象 

  令和５年度久留米市資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

３ 審査の着眼点・主な実施内容 

  この経営健全化に関する審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９

４号）第２２条の規定に基づき、市長から提出された本市の公営企業会計に係る資金不足比率及びそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか、比率の算定は適正に行われてい

るかを主眼として実施した。 

  なお、この審査は、久留米市監査基準に準拠して行った。 

 

４ 審査の実施場所及び日程 

  監査委員室、監査委員事務局執務室・会議室 

令和６年８月９日から令和６年９月６日まで 

 

５ 審査の結果 

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類につき、その内容等を審査した結果、

次表のとおりとなり、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

また、いずれの会計も資金不足は生じておらず、当比率の算定上は良好な状態にあると認められる。

引き続き、財政及び経営の健全性確保に努められたい。 

 

特 別 会 計 の 名 称 
令和５年度 

資金不足比率 

令和４年度 

資金不足比率 

経営健全化
基準 

備  考 

水道事業会計 ― ― 

20 ％ 

地方公営企業法 

適用企業 

（宅地造成事業以外） 下水道事業会計 ― ― 

卸売市場事業特別会計 ― ― 
地方公営企業法 

非適用企業 

（宅地造成事業以外） 

農業集落排水事業特別会計 ― ― 

特定地域生活排水処理事業特別会計 ― ― 

産業団地整備事業特別会計 ― ― 

地方公営企業法 

非適用企業 

（宅地造成事業） 
 

（注：資金不足比率は、資金不足額（剰余額）又は実質収支の算定結果が｢赤字｣の場合のみ数値が表示され、｢黒字｣の 

状態である場合には、この比率については｢－｣と表示される。） 

 


